


保険料 ３，３３４，８２７ 特別徴収、普通徴収及び滞納繰越分普通徴収保険料

分担金及び負担金 ２，６８４，５３９ 島原市、雲仙市及び南島原市の介護保険運営費負担金

使用料及び手数料 １，７７２ 督促手数料、地域支援事業及び地域密着型サービス等申請手数料

国庫支出金 ４，７６４，４１０ 介護給付費負担金、調整交付金及び地域支援事業交付金など

支払基金交付金 ４，７６７，５９８ 社会保険診療報酬支払基金の介護給付費交付金など

県支出金 ２，５８０，７３５ 介護給付費負担金及び地域支援事業支援交付金など

財産収入 ８６ 利子及び配当金

寄附金 １

繰入金 ２５９，２９９ 介護給付費準備基金繰入金及び低所得者保険料軽減繰入金など

繰越金 １

諸収入 １，１７１ 雑入など

計 １８，３９４，４３９

総務費 ３７８，０３２
一般管理費、賦課徴収費、介護認定事務費、趣旨普及費、計画作成委員会費など

の介護保険に要する事務費
保険給付費 １７，１４６，２７２ 介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、高額介護サービス等費など

地域支援事業費 ８２３，２９１ 介護予防・生活支援サービス事業費、包括的支援事業費・任意事業費など

基金積立金 ８６ 介護給付費準備基金

公債費 １９９

諸支出金 ４３，５５９ 還付金、返還金など

予備費 ３，０００

計 １８，３９４，４３９

区分 対象者 令和元年度 令和２年度
負担割合 年間保険料 負担割合 年間保険料

第１段階

生活保護受給者

世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者

世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等と合計所得金額が 80 万

円以下

0.375 29,300 円 ０．３ ２３，４００円

第２段階
世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等と合計所得金額が 80 万

円以上 120 万円以下
0.625 48,800 円 ０．５ ３９，０００円

第３段階
世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等と合計所得金額が 120

万円以上
0.725 56,600 円 ０．７ ５４，６００円

※　年間保険料は基準額（第５段階 78,000 円）に負担割合を乗じる。（100 円未満の端数処理を四捨五入）



【保険料の減免の対象となる方】
①　新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第 1

号被保険者

　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　⇒　保険料を全額免除

②　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又

は給与収入（以下「事業収入等」）の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第 1 号被保険者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　保険料の一部を減額
・　事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入

等の額の 10 分の 3 以上であること。

・　減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下であること

　（②に該当する方の減免額の算定）
　　減免の対象となる保険料額（※ 1） × 減免割合（※ 2）

　　※ 1　第 1 号被保険者の保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等

　　　に係る前年の所得額 ÷ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

　　※ 2　減免割合

前年の合計所得金額 減免割合

２００万円以下であるとき 全部

２００万円を超えるとき １０分の８



●　 介護保険施設サービス等を利用した時の食費・部屋代は、原則として被保険者の自己負担になりますが、市民税世帯非課税など

の低所得者は、自己負担額が軽減される場合があります。

●　この軽減を受けようとする場合は、負担限度額認定の申請が必要です。

【申請に必要な書類】
①介護保険負担限度額認定申請書、同意書（申請書の裏面）

②預金通帳の写し、各種資産等を証明する書類の写し（預金通帳を複数お持ちの場合は、全ての通帳の写し）

※書類に不備がある場合は、審査ができませんのでご注意ください。

●　認定後、『介護保険負担限度額認定証』（桃色）が送付されます。

　　この認定証を利用している施設等へ提示すると食費と部屋代が軽減されます。

●　 認定証の有効期間は、８月１日から翌年の７月３１日までの最大１年間です。

　現在、令和２年８月１日から令和３年７月３１日までの期間を対象とした認定申請の受付けを本組合介護保険課及び構成市（島

原市・雲仙市・南島原市）の市役所（支所）の介護保険担当窓口で行っています。

●　下表内の対象となる施設等を利用した場合にのみ適用されます。

対象となるサービス 対象とならないサービス
・介護老人福祉施設　　　　・介護老人保健施設

・介護医療院 　　　　　・地域密着型介護老人福祉施設

・介護療養型医療施設　　　・短期入所生活（療養）介護

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

・有料老人ホーム　　　　・サービス付高齢者住宅

・小規模多機能型居宅介護　等

●　食費・部屋代の利用者負担段階と負担限度額

負担

段階
対象者

負担限度額（月額）
部屋代（居住費／滞在費）

食費従来型個室 多床室
ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

第１段階
世帯全員が市民税非課税である老齢福
祉年金受給者の方・生活保護受給者の
方

490 円

（320 円）
0 円 820 円 490 円 300 円

第２段階
世帯全員が市民税非課税で前年の合計
所得金額と年金収入額の合計が年額
８０万円以下の方

490 円

（420 円）
370 円 820 円 490 円 390 円

第３段階
世帯全員が市民税非課税で上記に該当
しない方

1,310 円

（820 円）
370 円 1,310 円 1,310 円 650 円

第４段階
上記以外の方…非該当
右表内は目安金額を記載

1,668 円

（1,171 円）

377 円

（855 円）
2,006 円 1,668 円 1,392 円

※ 表内の “世帯全員” には世帯が異なる配偶者を含みます。

※ 第４段階の金額は目安として平均的な額を記載していますが、食費・部屋代は施設ごとに異なります。 

※ (　　) 内は介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

 

次の①～③のいずれかに該当する場合はこの軽減対象となりません。

①　被保険者の属する世帯内（住民票上の世帯）で、被保険者本人も含めて世帯員のどなたか一人でも市民

税が課税されている「課税世帯」である場合

②　被保険者の配偶者（世帯が異なる場合も含む）が市民税を課税されている場合

③　預貯金等の合計が、配偶者がいる方は２，０００万円、配偶者がいない方は１，０００万円を超える場合



島原地域広域市町村圏組合では、６５歳以上の方を対象にプールや運動施設等で筋力の向上を図ることを目的とした教室を民間

の事業所等に委託し実施します。

６５歳以上の方で、島原市・雲仙市・南島原市に住所を有する方ならどなたでも参加できます。受講料は原則無料ですが、参加

には事前に申し込みが必要です。参加申込及び詳しい内容は実施事業所へお問い合わせください。

開催場所 主な内容 実施期間 実施事業所・連絡先

島原市

サン・スポーツクラブ 水中運動 ６月下旬～８月下旬

株式会社 藤田屋

☎ 0957-63-7300

島原市立温水プール 水中運動 ６月下旬～８月下旬

フィットネスクラブ「ジョイン」
トレーニングマシン

等を使用した運動
６月下旬～８月下旬

島原市有明福祉センター
トレーニングマシン

等を使用した運動
６月下旬～８月下旬

島原市有明プール 水中運動 ６月下旬～８月下旬
株式会社 しまばらウェルネッ

サンス　☎ 0957-68-3850

Conditioning Assist GYM
トレーニングマシン

等を使用した運動
10 月～ 3 月（予定）

特定非営利活動法人 しまばら 

☎ 0957-64-7575

Believe Sports gym
トレーニングマシン

等を使用した運動
9 月～ 1 月（予定）

Believe Sports gym

☎ 0957-61-1700

雲仙市

みずほすこやかランド

（ふれあいプール）
水中運動 ７月上旬～９月上旬

社会福祉法人 真和会

☎ 0957-77-2120
吾妻体育館

トレーニングマシン

等を使用した運動
９月下旬～１１月下旬

介護予防事業所

吾妻デイサービスセンター

トレーニングマシン

等を使用した運動
7 月上旬～ 9 月上旬

社会福祉法人 吾妻福祉会

☎ 0957-38-6886

リフレッシュセンターおばま

水中運動 ６月下旬～８月下旬
株式会社　サンセットマリン

雲仙　☎ 0957-76-0707トレーニングマシン

等を使用した運動
９月下旬～１１月下旬

介護老人保健施設　ガイアの里
トレーニングマシン

等を使用した運動
１０月～１２月（予定）

医療法人 伴帥会

☎ 0957-36-3550

南島原市

リハビリケアステーションきらら
トレーニングマシン

等を使用した運動
７月～３月（予定）

有限会社　新生堂

☎ 0957-82-1448

ありえコレジヨホール
トレーニングマシン

等を使用した運動

7 月上旬～ 9 月上旬

（予定）

パワーパートナー

☎ 080-5249-6115
原城オアシスセンター

トレーニングマシン

等を使用した運動

7 月上旬～ 9 月上旬

（予定）

加津佐総合福祉センター
トレーニングマシン

等を使用した運動

7 月上旬～ 9 月上旬

（予定）

デイケア　さかうえ
トレーニングマシン

等を使用した運動
６月～３月（予定）

医療法人 坂上整形外科

☎ 0957-65-2552



区分 医師名 医療機関名 TEL

島原市

白山 柴田　和英 島原保養院 0957-62-2969

白山 折原　義行 島原保養院 0957-62-2969

白山 菊池　妙子 島原保養院 0957-62-2969

白山 川口　哲 島原こころのクリニック 0957-65-5566

森岳 八尾　哲史 八尾病院 0957-62-5131

有明 貴田　秀樹 貴田神経内科・呼吸器科・内科病院 0957-68-0040

雲仙市

国見 松本　康 松本内科医院 0957-65-3333

愛野 吉冨　祐輔 愛野ありあけ病院 0957-36-0153

小浜 井手　孝 公立新小浜病院 0957-74-2211

小浜 田所　正人 公立新小浜病院 0957-74-2211

小浜 津野　至孝 公立新小浜病院 0957-74-2211

南島原市

口之津 池永　健 口之津病院 0957-86-2200

南有馬 太田　大作 菜の花クリニック 0957-85-3690

西有家 森田　十和子 永田内科泌尿器科医院 0957-82-0832

西有家 石川　和仁 石川内科医院 0957-82-8822

有家 池田　重成 池田循環器科内科 0957-82-0993



認知症の人やその家族、認知症が気になる方等が、同じ空間で思いを語り合うことができる場としてオレンジカフェを開設して

おります。お気軽にお問い合わせください。

名称 場所 開催日時 TEL

オレンジカフェ

お城の会
島原市の公民館を移動して実施

月２回　日曜日の開催有

１０：００～１５：００

代表：本田

090-8414-9897

オレンジプチカフェ

喫茶ケルン
喫茶ケルン

第２・４　火曜日

１０：００～１２：００

島原地域広域市町村圏組合

0957-61-9102

オレンジカフェ

ちぢわ

小規模多機能ホーム

クベレ

第２・４　日曜日

１３：３０～１５：３０
0957-37-6200

オレンジカフェ

くにみ

国見町

総合福祉センター

第１・３　水曜日

１４：００～１６：００
0957-78-0596

オレンジカフェ

にしありえ

小規模多機能ホーム

きらら

1

 第１・３　日曜日

１１：００～１４：００
0957-82-8100

オレンジプチカフェ

おこんご
くちのつ巷珈琲焙煎所

第２・４　火曜日

１３：３０～１５：３０

島原地域広域市町村圏組合

0957-61-9102

認知症の人を介護する家族の方や介護経験者、専門職の人など様々な方が情報交換を行い本人の支援や家族の介護負担の軽減と

なるよう活動をされています。お気軽にお問い合わせください。

認知症の人と家族の会
開催日時

（開催場所）
TEL

長崎県支部
相談日：毎週火・金曜日　１０：００～１６：００

電話対応のみ
095-842-3590

島原市　お城の会
第２木曜日　１４：３０～１６：３０

（森岳公民館）

島原市地域包括支援センター

0957-65-5110

雲仙市　かおり会
第３水曜日　１３：3 ０～１５：３０

（千々石保健センター）

代表：城臺

0957-37-2160

南島原市　グループ・すみれ
偶数月の第３火曜日　１０：００～１２：００

（加津佐希望の里）

代表：正木

0957-87-2683




